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確定申告の作成・受付などのご相談は、税務署が
開設する申告会場（すばるホール）又は、税理士によ
る簡易な確定申告相談会場へお願いします。作成
済みの確定申告書の預かりは、市役所でも従来通り
行います。

税理士による確定申告相談会

日時　3月5日（火）・6日（水）・8日（金）
　　　9時30分～15時30分（12時～13時を除く）
場所　パープルホール4階中会議室B
※駐車場は1時間まで無料です。
定員　各50人（先着順） 
対象　藤井寺市民で、収入が給与収入か公的年金収入

のみの方

※住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）は２年目
以降の方。

※株式等の譲渡、土地・建物等の譲渡、相続税、贈
与税の相談は取り扱いません。

※源泉徴収票や住宅ローン等控除関連資料などの必
要書類、前年の確定申告の控えをご持参ください。

※医療費控除の明細書は必ず事前に作成してくださ
い。

申込方法　当日9時15分～15時（12時～13時を除く）に
会場の受付窓口で

問合先　藤井寺市商工会　☎ 939・7047

■藤井寺市の人口
令和5年12月末現在、（）内
は対前月の増減

人口  62,700人（－62）
男29,813人（－38）
女32,887人（－24）

世帯数  30,023世帯
（＋7）

【掲載内容に関する注意】
・市外局番「072」の場合、記載は省略しています。
　携帯電話やスマートフォンからお問い合わせの
　際は、「072」をつけて発信してください。

・費用・金額の記載がない場合は無料。
・申込方法の記載がない場合は事前申込不要。
・アイコンの説明
　☎ 電話　 FAX  ファックス　  電子メール
　 H  P  ホームページ
・QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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【インボイス制度について】
免税事業者からインボイス発行事

業者になられた方は、消費税の確定
申告が必要です。詳しくはこちら。

国税庁の全国統一相談専用ダイヤル
が開設されています

所得税や源泉徴収、年末調整など国税に関す
るご相談の際は、是非ご利用ください。

☎0570・00・5901（ナビダイヤル）
　(月～金曜日　8時30分～17時）

【藤井寺市議会だより合併号】
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【令和5年分の申告期限、納付期限】
・申告所得税及び復興特別所得税　3月15日（金）
　※口座振替日 【確定分】 4月23日（火）
   【延納分】 5月31日（金）
・個人事業者の消費税及び地方消費税　4月1日（月）
　※口座振替日　4月30日（火）
・贈与税　3月15日（金）

税の申告のご案内

所得税など（国税）の確定申告

確定申告の相談・申告書の受け付け

日時　2月16日（金）～3月15日（金）　9時～16時
※土・日曜日、祝日を除く。ただし２月25日（日）は開

設します。
場所　すばるホール３階（富田林市桜ケ丘2ー8）
※入場整理券が必要です。詳しくは国

税庁ホームページをご確認ください。
※早めに受付を終了する、長時間お待

ちいただく、入場できないなどの場
合があります。ご了承ください。

※会場ではスマートフォンでの申告書作成を推進して
います。

※富田林税務署内に、確定申告会場は開設しません。

※還付申告は、２月１５日（木）以前でも可能です。
※作成済の申告書は、郵送又は富田林税務署内の窓

口で受け付けが可能です。
問合先　富田林税務署　☎0721・24・3281

市・府民税の申告が必要な方

1月1日現在、藤井寺市に住所があり、前年中次の
いずれかに該当する方（所得が給与所得だけで勤務先
から給与支払報告書が市に提出されている方や、所
得税の確定申告をする方は市・府民税の申告は必要
ありません）
・営業、農業、家賃、地代、配当(上場株式などの

配当を除く) 、パート、アルバイト、内職、日雇い
などで所得のあった方

・給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書
の提出がない方（源泉徴収票を添付してください）

・給与所得以外に所得のあった方や、2か所以上から
給与の支払いを受けていた方

・市内に住所はないが、事務所や事業所などがある方
・所得のなかった方でも、市・府民税（課税・所得）

証明書などが必要な方は申告してください。

市・府民税申告書を送付しています

市・府民税の申告書は、1月1日現在、藤井寺市に
住所があり、令和5年度の課税状況などから申告が必
要と思われる方に郵送しています。2月9日（金）までに
申告書が届かない場合は連絡してください。

市・府民税の申告

日時　2月16日(金)～3月15日(金)　9時～17時
※土・日曜日、祝日を除く。ただし3月2日(土)・10

日（日）は、9時から12時まで受け付けます。
※一部の日時について、市オンライン窓口で来庁予

約ができます。
※申告書は郵送でも提出できます（必要書類は必ず添

付してください）。

提出・問合先　〒583-8583（住所記載不要）
　税務課市民税担当(2階�番窓口)  ☎939・1060

例年、申告受付開始直後や午前中は会場が混雑し
ます。郵送での提出にご協力ください。やむを得ず
来場する場合は、混雑する時間帯を避けるようお願
いします。

令和6年度市・府民税の申告

令和5年分確定申告

【申告税額等はご自身で納付期限までに納付を！】
納付方法は各種方法からご自身で選択し、納付して

ください。
※申告書提出後に、納付書の送付や納税通知書等の
お知らせはありません。
詳しくは、国税庁ホームページ「国

税の納付手続」をご覧ください。
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